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第 673号 

令和 7年(2025年) 

11月 28日 

金曜日 

目 次 

規則 
○ マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規則（住宅

課） 

○ 埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則及び埼玉

県暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則（警務課） 

告示 
○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 地籍調査の成果の認証（土地水政策課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（西部・北部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（東部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ 生徒用机・椅子・机天板（南部地区）に関する落札者等の公示（入札課） 

○ （仮称）新熊谷衛生センター整備事業に係る対象事業変更の届出（環境政策課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の
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令和 7年(2025年)11月 28日 

 

休止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の再開の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 県営土地改良事業大沼（大）地区（農業用用排水施設整備事業）の緊急防災工事完了（東

松山農林振興センター） 

○ 幸手都市計画道路の変更（都市計画課） 

 

 



規

則 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
百
一
号 

 
 

 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

 
 

 
 

 

則 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
令
和
五
年
埼
玉
県
規
則
第 

四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
第
五
条
の
四
各
号
」 

を
「
第
五
条
の
十
四
各
号
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
十
三
第
一
項
」
に
、
「
第
五
条
の
六
第
一 

項
」
を
「
第
五
条
の
十
六
第
一
項
」
に
、
「
第
五
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
十
七
第
一
項
」 

に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
第
五
条
の
十
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第 

一
条
の
六
」
を
「
第
一
条
の
十
二
」
に
、
「
第
一
条
の
八
」
を
「
第
一
条
の
十
四
」
に
、
「
第
一 

条
の
十
一
」
を
「
第
一
条
の
十
七
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 



埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則及び埼玉県暴力

団排除条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡ 

  令和７年11月28日 

                   埼玉県公安委員会委員長 佐 藤 久 仁 恵 

埼玉県公安委員会規則第12号 

   埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則及び埼 

   玉県暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則 

 （埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則（令和２

 年埼玉県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。  

  第７条及び第13条第２項中「、国民健康保険被保険者証」を削る。 

 （埼玉県暴力団排除条例施行規則の一部改正） 

第２条 埼玉県暴力団排除条例施行規則（平成23年埼玉県公安委員会規則第４号）の一部を次

 のように改正する。 

  第４条第２項第１号中「、健康保険の被保険者証」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年12月２日から施行する。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
一
号 

 
川
口
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

川

口

市 

調
査
を
行
っ
た 

者

の

名

称 

令

和

六

年

度 

調
査
を
行
っ
た 

時

期 
街
区
境
界
調
査 

図
十
九
枚 

街
区
境
界
調
査 

簿
一
冊 

成

果

の 

名

称 

横
曽
根
三
地
区
（
原

町
、
南
町
一
丁
目
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

令
和
七
年
十
一

月
十
九
日 

認

証 

年

月

日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号 

 
川
口
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

川

口

市 

調
査
を
行
っ
た 

者

の

名

称 

令

和

六

年

度 

調
査
を
行
っ
た 

時

期 
街
区
境
界
調
査 

図
二
十
三
枚 

街
区
境
界
調
査 

簿
一
冊 

成

果

の 

名

称 

横
曽
根
四
地
区
（
宮

町
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

令
和
七
年
十
一

月
十
九
日 

認

証 

年

月

日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
三
号 

 
川
口
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

川

口

市 

調
査
を
行
っ
た 

者

の

名

称 

令

和

六

年

度 

調
査
を
行
っ
た 

時

期 
街
区
境
界
調
査 

図
十
九
枚 

街
区
境
界
調
査 

簿
一
冊 

成

果

の 

名

称 

横
曽
根
六
地
区
（
川

口
四
丁
目
の
一
部
、

川
口
六
丁
目
、
南
町

二
丁
目
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

令
和
七
年
十
一

月
十
九
日 

認

証 

年

月

日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号 

 
伊
奈
町
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
街
区
境
界
調
査
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

   

 

伊

奈

町 

調
査
を
行
っ
た 

者

の

名

称 

令

和

六

年

度 

調
査
を
行
っ
た 

時

期 
街
区
境
界
調
査 

図
六
枚 

街
区
境
界
調
査 

簿
一
冊 

成

果

の 

名

称 

大
字
小
室
五
地
区
（
大

字
小
室
の
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

令
和
七
年
十
一

月
十
九
日 

認

証 

年

月

日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号 

 
熊
谷
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

熊

谷

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

二

十

七

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

大
麻
生
六
地
区
（
大

麻
生
、
武
体
の
各
一

部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
七
年
十
一

月
十
九
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号 

 
熊
谷
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

熊

谷

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

五

年

度 

令

和

六

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 
地

籍

図

二

十

三

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

妻
沼
小
島
三
地

区
（
妻
沼
小
島
、

妻
沼
台
の
各
一

部
） 

調
査
を
行
っ
た 

地

区 

  

令
和
七
年
十
一

月
十
九
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  生徒用机・椅子・机天板（西部・北部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年９月29日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社トネガワ 埼玉県さいたま市岩槻区仲町１丁目13番16号 

５ 落札金額 

  9,565,842円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年８月15日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  生徒用机・椅子・机天板（東部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年９月29日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社雄飛堂 埼玉県さいたま市大宮区東町１丁目54番地 

５ 落札金額 

  10,900,417円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年８月15日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

  



１ 購入等件名及び数量 

  生徒用机・椅子・机天板（南部地区） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年９月29日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社わせだ 埼玉県三郷市番匠免１丁目130番地１ 

５ 落札金額 

  10,745,647円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年８月15日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
熊
谷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
対
象
事
業
を
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
変
更
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

一 

対
象
事
業
の
名
称 

 
 

 

（
仮
称
）
新
熊
谷
衛
生
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業 

 

二 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
七
月
十
六
日 

 

三 

変
更
の
理
由 

 
 

 

一
日
当
た
り
の
処
理
能
力
を
二
百
五
十
五
ト
ン
か
ら
百
九
十
八
ト
ン
に
見
直
し
た
た
め 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

医
療
法
人
社
団
幸
生

会
上
福
岡
フ
ァ
ミ
リ

ー
ク
リ
ニ
ッ
ク 

な
ご
し
ク
リ
ニ
ッ
ク 

坂
田
東
整
形
外
科 

和
光
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク

リ
ニ
ッ
ク 

さ
い
た
ま
こ
ど
も
く
り

に
っ
く 

黒
目
川
診
療
所
朝
霞

台 ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
イ
ジ
ク

リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

医
療
法
人
社
団
幸

生
会 

安
藤 

正
幸 

櫻
井 

晃 

木
下 

朋
雄 

田
中 

俊
之 

医
療
法
人
五
麟
会 

宮
本 

直
政 

開 

設 

者 

名 

ふ
じ
み
野
市
鶴
ケ
岡
四―

一
六―

一
五
ブ
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
川
越
南
七

彩
の
街
一
〇
一
号
室 

蓮
田
市
黒
浜
三
〇
〇
三―

三 

桶
川
市
坂
田
東
三―

二
七―

七 

和
光
市
中
央
一―

五―

四
一 

和
光
市
下
新
倉
四―

三―

一
八
石

塚
ハ
ウ
ス
二
〇
四
号
室 

朝
霞
市
東
弁
財
一―

二―

一
六
保

ビ
ル
一
Ｆ 

所
沢
市
東
住
吉
一
〇―
一
一 

三

階
Ｂ
区
画
コ
ネ
ク
ト
所
沢 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

指

定

年

月

日

 



  

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
幸
手

北
薬
局 

ま
ご
こ
ろ
薬
局 

久

喜
店 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
栗
橋

中
央
薬
局 

薬
局
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ

シ
新
座
栗
原
店 

ク
オ
ー
ル
薬
局
入
間

店 ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
田
谷

薬
局 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
上
新

郷
薬
局 

わ
か
ば
薬
局 

中
央

春
日
部
店 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
持
田

薬
局 

い
い
や
ま
歯
科
医
院 

伊
奈
整
形
外
科
・
せ
ぼ

ね
ク
リ
ニ
ッ
ク 

株
式
会
社
ク
ス
リ

の
ア
オ
キ 

株
式
会
社
グ
リ
ー

ン
メ
デ
ィ
カ
ル
サ

ポ
ー
ト 

株
式
会
社
ク
ス
リ

の
ア
オ
キ 

株
式
会
社
マ
ツ
モ

ト
キ
ヨ
シ 

ク
オ
ー
ル
株
式
会

社 株
式
会
社
ク
ス
リ

の
ア
オ
キ 

株
式
会
社
ク
ス
リ

の
ア
オ
キ 

株
式
会
社
ア
イ
ア

イ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー 

株
式
会
社
ク
ス
リ

の
ア
オ
キ 

医
療
法
人
ハ
ッ
ピ

ー
ス
マ
イ
ル 

佐
々
木 

剛 

幸
手
市
北
一―

一―

三
五 

久
喜
市
栗
原
二―

三―

二
九 

久
喜
市
栗
橋
中
央
一―

五―

一
三 

新
座
市
栗
原
二―

一―

三
四 

入
間
市
黒
須
一
三
七
一―

八 

深
谷
市
田
谷
一
〇
一―

一 

羽
生
市
上
新
郷
二
〇
七
七 

春
日
部
市
谷
原
新
田
二
二
〇
〇―

二 行
田
市
持
田
九
二
九―

一 

草
加
市
八
幡
町
七
六
五―

一 

北
足
立
郡
伊
奈
町
中
央
一―

一
〇

七 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

十
四
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

十
四
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
二
年
六
月

四
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

ネ
フ
ィ
ア
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

医
心
館 

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

加

須 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
草
加
北 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
あ
や
め
若
葉 

訪
問
看
護
に
じ
い
ろ 

看
護
小
規
模
多
機
能

リ
ベ
ル 

草
加 

薬
局
日
本
メ
デ
ィ
カ

ル
シ
ス
テ
ム 

伊
奈

中
央
店 

ア
イ
ン
薬
局 

東
埼

玉
店 

合
同
会
社
Ｎ
ｅ
Ｆ

ｉ
Ａ 

株
式
会
社
ア
ン
ビ

ス 株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｔ

Ａ
Ｏ
Ｋ
Ａ
建
設 

株
式
会
社
リ
ベ
ル

ケ
ア 

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル

シ
ス
テ
ム
株
式
会

社 株
式
会
社
ア
イ
ン

中
央 

本
庄
市
見
福
三―

一―

六 

加
須
市
不
動
岡
一―

二―

四
〇 

草
加
市
青
柳
六―

三
一―
二
一 

Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｅ
一
〇
六
号
室 

鶴
ヶ
島
市
富
士
見
五―

一
三―

一

六
パ
ー
ク
ホ
ー
ム
一
〇
四
号
室 

富
士
見
市
鶴
瀬
西
三―

一
四―

四 
草
加
市
草
加
二―

一
四―

一
〇 

北
足
立
郡
伊
奈
町
中
央
一―

一
〇

七 幸
手
市
吉
野
五
一
七―

五 

令
和
七
年
九
月

一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
月

一
日 

令
和
七
年
九
月

一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

令
和
七
年
十
一

月
一
日 

今
野 

俊
輝 

白
石 

青
良 

氏 
 

名 

  

住 

所 

ゆ
う
し
ん
整
骨
院 

朝
霞 

セ
ン
ト
ラ
ル
志
木

接
骨
院 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

朝
霞
市
泉
水
一―

八―

四 

志
木
市
本
町
五―

一
六―

二
一 

セ
ン
ト
ラ
ル
ウ
ェ
ル
ネ
ス
ク
ラ
ブ

二
Ｆ 

所 

在 

地 

令

和

七
年
八
月

二
十
五
日 

令

和

七
年
十
月

二
十
九
日 

指

定

年

月

日 



 

池
﨑 

凌 

杉
原 

俊
輝 

水
野 

美
香 

宮
東 

真
稀 

    

か
ら
だ
元
気
治
療

院 

県
央
エ
リ
ア

店 か
ら
だ
元
気
治
療

院 
県
央
エ
リ
ア

店 み
ず
の
治
療
室 

ひ
な
た
接
骨
院
・

鍼
灸
院 

北
本
市
東
間
七―

一
一
ニ
ュ
ー
マ

リ
ッ
チ
斉
藤
一
〇
一 

北
本
市
東
間
七―

一
一
ニ
ュ
ー
マ

リ
ッ
チ
斉
藤
一
〇
一 

飯
能
市
原
市
場
三
四―

三 

春
日
部
市
樋
堀
一
〇
三―

一 

令

和

七
年
十
一

月
一
日 

令

和

七
年
十
一

月
一
日 

令

和

七
年
十
二

月
一
日 

令

和

七
年
十
月

六
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ア
ル
ゴ
朝
霞 

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
薬

局
所
沢
中
央
店 

さ
と
う
埼
玉
リ
ウ
マ
チ

ク
リ
ニ
ッ
ク
戸
田
院 

名

称 

所

在

地 

名

称 

開
設
者
名
称 

名

称 

変

更

事

項 

朝
霞
市
本
町
一―

三
四―

一
ボ
ン
ビ
ラ
ー
ジ
ュ
三
〇

五
号
室 

デ
イ
リ
ー
ケ
ア
セ
イ
ジ
ョ
ー

薬
局 

所
沢
中
央
店 

医
療
法
人
さ
と
う
埼
玉
リ

ウ
マ
チ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

さ
と
う
埼
玉
リ
ウ
マ
チ
ク
リ

ニ
ッ
ク 

変

更

前 

朝
霞
市
東
弁
財
一―

二―

一
六
保
ビ
ル
三
階 

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
薬
局
所

沢
中
央
店 

医
療
法
人
リ
ウ
マ
チ
飛
翔
会 

さ
と
う
埼
玉
リ
ウ
マ
チ
ク
リ 

ニ
ッ
ク
戸
田
院 

変

更

後 

福
島 

和
人 

氏

名 

施

術

所 

変

更

事

項 

所
在
地 

深
谷
市
小
前
田
二
六
八
三

―

五
二 

変

更

前 

深
谷
市
小
前
田
二
六
八

三―

九
七 

変

更

後 



 

羽
生
田 

健
太 

加
藤 

有
香 

西
條 
寿
明 

施

術

所 

施

術

者 

施

術

所 

所
在
地 

名

称 

氏

名 
所
在
地 

名

称 

越
谷
市
下
間
久
里
九
六―

四
松
崎
ビ
ル
一
Ｆ 

ワ
イ
ネ
ク
ス
ト
株
式
会
社 

内
藤 

有
香 

上
尾
市
泉
台
二―

一
八―

一
四
上
信
泉
台
ハ
イ
ツ
一

〇
三 

い
ず
み
だ
い
治
療
院 

東
京
都
足
立
区
綾
瀬
二

―

二
〇―

一
二
イ
ー
ス

ト
ビ
ル
二
〇
二 

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
ケ
ア
プ
ラ

ス
株
式
会
社 

加
藤 

有
香 

桶
川
市
北
一―

一
三―

一
三 

西
條 

寿
明 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

そ
う
ふ
く
歯
科
医
院 

佐
藤
歯
科
医
院 

い
い
や
ま
歯
科
医
院 

な
ご
し
ク
リ
ニ
ッ
ク 

和
光
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク
リ
ニ

ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
幸
心
会 

入
間
ゆ
め
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ま
ち
だ
訪
問
ク
リ
ニ
ッ

ク 

名 

称 

所
沢
市
中
新
井
三―

三―

六 

所
沢
市
小
手
指
町
二―

一
四―

一
〇 

草
加
市
八
幡
町
七
六
五―

一 

蓮
田
市
黒
浜
三
〇
〇
三―

三 

和
光
市
丸
山
台
三―

一
二―

一
二
志
幸
七
五

Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
和
光
二
〇
四 

入
間
市
扇
台
五―

二―

一
五 

朝
霞
市
本
町
一―

三
四―
一
ボ
ン
ビ
ラ
ー
ジ

ュ
テ
ナ
ン
ト
一
階 所 

在 

地 

令
和
七
年
九
月
三
十

日 令
和
七
年
九
月
三
十

日 令
和
二
年
六
月
三
日 

令
和
七
年
九
月
三
十

日 令
和
七
年
九
月
三
十

日 令
和
七
年
九
月
十
七

日 令
和
七
年
九
月
三
十

日 

廃
止
年
月
日 



 

薬
樹
薬
局 

松
山
本
町 

ひ
ば
り
薬
局 

か
や
ば
店 

ま
ご
こ
ろ
薬
局 

久
喜
店 

わ
か
ば
薬
局 

中
央
春

日
部
店 

ク
オ
ー
ル
薬
局 

入
間

店 藤
沢
薬
局 

ア
ン
ク
歯
科
医
院 

岡
安
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

東
松
山
市
本
町
二―

三―

一
一 

深
谷
市
萱
場
三
九
八―

三 

久
喜
市
栗
原
二―

三―

二
九 

春
日
部
市
谷
原
新
田
二
一
七
七―

五 

入
間
市
黒
須
一
三
七
一―

八 

所
沢
市
南
住
吉
二
一―

三
五 

吉
川
市
保
一―

一
九―

一
二
ラ
・
ボ
ン
ボ
ニ

エ
ー
ル
吉
川
二
Ｆ 

所
沢
市
狭
山
ケ
丘
一―

三
〇
〇
三―

七
か
わ

ら
ビ
ル
二
階 

令
和
七
年
十
月
七
日 

令
和
七
年
九
月
三
十

日 令
和
七
年
九
月
三
十

日 令
和
七
年
十
月
十
三

日 令
和
七
年
十
月
十
三

日 令
和
七
年
九
月
三
十

日 令
和
七
年
七
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
九
月
三
十

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

鴻
巣
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科 

名 
 

称 

鴻
巣
市
東
四―

一―

八 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
十
一
月
三
十
日 

辞

退

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

台
坂
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

深
谷
市
萱
場
三
〇
二―

一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
十
月
一
日 

休

止

年

月

日 

髙
梨 

友
香
子 

氏 
 

名 

 

住 

所 

在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
院 

福
寿 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

さ
い
た
ま
市
北
区
東
大
成
町
二―

三
四
三―

二 

所 

在 

地 

令

和

七

年

十

月

三
十
一
日 

休

止

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
再
開
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

医
療
法
人
社
団
豊
明
会 

豊
原
医
院 名 

 

称 

所
沢
市
東
所
沢
一―

一
〇―

一
一 

所 
 

在 
 

地 

令
和
七
年
九
月
二
十
日 

再

開

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

菅
原
歯
科
医
院 

み
や
ざ
き
ク
リ
ニ

ッ
ク 

名
称 

草
加
市
氷
川
町

二
一
二
六―

一

鴨
下
ビ
ル
二
Ｆ 

比
企
郡
小
川
町

大
塚
二
八
五 

所
在
地 

菅
原 

徳
江 

医
療
法
人
娯

生
会 開

設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 

令
和
七
年
九
月
一

日 令
和
七
年
九
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
薬

局
所
沢
中
央
店 

医
療
法
人
社
団 

祐

友
会 

新
美
歯
科
医

院 鴻
巣
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
こ
う
の
と
り 

医
療
法
人
財
団
健
和

会 

新
み
さ
と
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

医
療
法
人
財
団
健
和

会 

み
さ
と
南
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

名
称 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

変
更
事
項 

デ
イ
リ
ー
ケ
ア

セ
イ
ジ
ョ
ー
薬

局 

所
沢
中
央

店 医
療
法
人
社
団 

祐
友
会 

伊
藤

歯
科
医
院 

鴻
巣
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー

こ
う
の
と
り 

鴻
巣
市
八
幡
田

八
六
八―

一 

東
京
都
足
立
区

千
住
曙
町
四―

一
六 

千
住
曙

共
同
会
館
三
階 

東
京
都
足
立
区

千
住
曙
町
四―

一
六 

千
住
曙

共
同
会
館
三
階 

 

変
更
前 

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ

イ
ン
薬
局
所
沢

中
央
店 

医
療
法
人
社
団 

祐
友
会 

新
美

歯
科
医
院 

鴻
巣
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
こ

う
の
と
り 

鴻
巣
市
八
幡
田

八
四
九 

東
京
都
足
立
区

柳
原
一―

二
七

―

五 

東
京
都
足
立
区

柳
原
一―

二
七

―

五 

 

変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
介
護
支
援 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

サ―

ビ
ス
の
種
類 



 
 

 

所
沢
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ

よ
風 

ウ
ェ
ル
パ
ー
ク
薬
局 

北
朝
霞
店 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
事
務

所
Ｌ
ｏ
ｔ
ｕ
ｓ 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
所
名

称 事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

東
京
都
立
川
市

栄
町
六―

一―

一 居
宅
介
護
支
援

事
業
所
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
明
和 

有
限
会
社
ス
マ

イ
ル
ラ
イ
フ
・

サ
ポ
ー
ト 

株
式
会
社
明
和

工
務
店 

狭
山
市
青
柳
二

三―

二 

狭
山
市
北
入
曽

五
四
七―

一
〇 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
立
川
市

高
松
町
一―

一

〇
〇 

二
五
号

棟 ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
事
務
所
Ｌ
ｏ

ｔ
ｕ
ｓ 

株
式
会
社
ス
マ

イ
ル
ラ
イ
フ
・

サ
ポ
ー
ト 

有
限
会
社
ス
マ

イ
ル
ラ
イ
フ
・

サ
ポ
ー
ト 

狭
山
市
青
柳
六

三―

七 

狭
山
市
青
柳
二

三―

二 

訪
問
介
護 

通
所
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
介
護
支
援 



 

鶴
ヶ
島
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

そ
よ
風 

飯
能
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ

よ
風 

新
座
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
そ
よ
風 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

株
式
会
社
メ
デ

カ
ジ
ャ
パ
ン 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

九―
六 

鴻
巣
市
天
神
三

―

六
七
三 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―
五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―
一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

九―

六 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

通
所
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

通
所
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 



 

朝
霞
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ

よ
風 

新
座
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ

よ
風 

鶴
ヶ
島
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

そ
よ
風 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

株
式
会
社
メ
デ

カ
ジ
ャ
パ
ン 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―
一
二

―

一
四 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

九―

六 
鴻
巣
市
天
神
三

―

六
七
三 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―
五―

一
七 
ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

九―

六 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

通
所
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

通
所
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

通
所
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 



 

小
手
指
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
そ
よ
風 

所
沢
西
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

そ
よ
風 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

株
式
会
社
メ
デ

カ
ジ
ャ
パ
ン 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

九―

六 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト
そ
よ
風 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

短
期
入
所
生
活
介
護 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

通
所
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 



 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー 

フ
ェ
リ
ス 

坂
戸
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
そ
よ
風 

新
座
北
野
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
そ
よ
風 

東
松
山
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
そ
よ
風 

坂
戸
西
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
そ
よ
風 

坂
戸
東
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
そ
よ
風 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

株
式
会
社
ユ
ニ

マ
ッ
ト 

リ
タ

イ
ア
メ
ン
ト
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―
七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

一
二

―

一
四 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―

三
六

―

五 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

株
式
会
社
Ｓ
Ｏ

Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｅ 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
北

青
山
二―

七―

一
三 

プ
ラ
セ

オ
青
山
ビ
ル 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

東
京
都
港
区
南

青
山
二―

五―

一
七 

ポ
ー
ラ

青
山
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ 

通
所
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 

認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護 



 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
空

床
利
用
型
） 

フ
ェ
リ

ス 

八
幡 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム 

フ
ェ
リ
ス 

八
幡 

居
宅
介
護
支
援
事
業

所 

フ
ェ
リ
ス 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム 

フ
ェ
リ
ス 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ 

フ

ェ
リ
ス 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 
社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―

三
六

―

五 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―

三
六

―

五 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―
三
六

―

五 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―

三
六

―

五 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―

三
六

―

五 

短
期
入
所
生
活
介
護 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

短
期
入
所
生
活
介
護 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 



 

ア
イ
ン
薬
局
宮
代
店 

ア
イ
ン
薬
局 

小
川

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
春
日
部

西
口
店 

ア
イ
ン
薬
局
鴻
巣
店 

ア
イ
ン
薬
局 

八
潮

店 ア
イ
ン
薬
局 

ふ
じ
み

野
店 

ア
イ
ン
薬
局
旭
ヶ
丘

店 シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ 

フ

ェ
リ
ス 

八
幡 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー 
フ
ェ
リ
ス
八
幡 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

事
業
者
名

称 事
業
者
所

在
地 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 

社
会
福
祉
法
人

草
加
福
祉
会 

草
加
市
長
栄
二

―

一―

八 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―
一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―
五 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―

三
六

―

五 

社
会
福
祉
法
人

カ
メ
リ
ア
会 

東
京
都
江
東
区

亀
戸
三―

三
六

―

五 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

短
期
入
所
生
活
介
護 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

通
所
介
護 



 

ア
イ
ン
薬
局
本
庄
店 

ア
イ
ン
薬
局
金
山
店 

ア
イ
ン
薬
局 

入
間

野
田
店 

ア
イ
ン
薬
局 

入
間

新
久
店 

ア
イ
ン
薬
局 

仏
子

店 ア
イ
ン
薬
局
毛
呂
中

央
店 

ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

す
え
ひ
ろ
店 

ア
イ
ン
薬
局 

熊
谷

中
西
店 

ま
ん
ぼ
う
薬
局 

ア
イ
ン
薬
局
狭
山
ヶ

丘
店 

ア
イ
ン
薬
局 

新
狭

山
店 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―
一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 



 

ア
イ
ン
薬
局
飯
能
栄

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
店 

ア
イ
ン
薬
局 

久
喜

駅
前
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
本

町
店 

ア
イ
ン
薬
局
久
喜
南

店 ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

店 ア
イ
ン
薬
局 

上
尾

駅
前
店 

ア
イ
ン
薬
局
新
座
店 

上
柴
薬
局 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

事
業
者
所

在
地 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―
五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

さ
い
た
ま
市
大

宮
区
桜
木
町
一

―

七―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―
一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―
五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

東
京
都
渋
谷
区

代
々
木
二―

一

―

五 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

                  

    

指
定
通
所
介
護
事
業

所 

聖
愛
園
デ
イ
サ

―

ビ
ス
セ
ン
タ―

 

指
定
訪
問
介
護
事
業

所 

ア
ヴ
ニ―

ル 

薬
樹
薬
局 

松
山
本

町 パ
ル
薬
局
溝
沼
店 

名
称 

入
間
市
二
本
木
一

〇
八
三―

一 

入
間
市
二
本
木
一

〇
八
二―

一 

東
松
山
市
本
町
二

―

三―

一
一 

朝
霞
市
溝
沼
一―

五―

一
一 

所
在
地 

通
所
介
護 

訪
問
介
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 

令
和
三
年
十
二
月
三

十
一
日 

平
成
二
十
二
年
六
月

三
十
日 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 

令
和
七
年
五
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 



 

告

示 
埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
号 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
大
沼
（
大
）
地
区
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）
の
緊
急
防
災
工
事

を
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   


	Kenpo673
	t673_20251128-001i26775comp
	t673_20251128-002i26798comp
	t673_20251128-003i26786comp
	t673_20251128-004i26787comp
	t673_20251128-005i26788comp
	t673_20251128-006i26789comp
	t673_20251128-007i26790comp
	t673_20251128-008i26791comp
	t673_20251128-009i26769comp
	t673_20251128-010i26770comp
	t673_20251128-011i26771comp
	t673_20251128-012i26785comp
	t673_20251128-013i26799comp
	t673_20251128-014i26800comp
	t673_20251128-015i26801comp
	t673_20251128-016i26802comp
	t673_20251128-017i26803comp
	t673_20251128-018i26804comp
	t673_20251128-019i26805comp
	t673_20251128-020i26806comp
	t673_20251128-021i26807comp
	t673_20251128-022i26796comp
	t673_20251128-023i26797comp

		Motohiro Ohno
	2025-11-27T15:32:40+0900
	日本
	2025-11-27 15:32:20 +09:00 JSTに承認しました


	



